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ります。お早めにご検討ください。
※接種方法や実施医療機関などの詳

細は、市HPをご覧ください。
問健康政策課　本３階

０２８７‒２３‒８９７５

●日時 毎週㊋ 9：00 ~ 10：00（要予約）
●場所 栃木県庁那須庁舎1階 栃木
県県北健康福祉センター（本町2丁
目2828-4）
●費用 無料
●対象者 希望者
※検査は匿名で受検できます。
●検査内容
① HIV 感染症検査（血液検査）
※ HIV 検査の受検者で希望する方

は、性感染症検査をあわせて受検
することができます。

②性感染症検査
▶梅毒検査（血液検査）
▶性器クラミジア
▶淋菌感染症検査（尿検査）
※性感染症のみの検査はすることが

できません。
●検査結果の通知

【HIV 感染症、梅毒検査】
　採血後、約 1 時間後以降に本人
に直接通知します。

【性器クラミジア感染症、淋菌感染
症検査】
　1 週間後以降に通知日を設定し、
本人に直接通知します。
●検査予約時の注意点
　HIV 感染症検査は、感染直後は正
確な結果が出ないため、感染の可能
性のあった日から 12 週間以上経過
して検査を受けることが推
奨されます。詳細は、下記
にお問い合わせください。
問申栃木県県北健康福祉センター

０２８７‒２２‒２６７９

　後期高齢者を対象とした歯科健診
を実施します。入れ歯を使用してい
る方や歯がない（少ない）方も受診で
きます。健診を受けて誤えん性肺炎
などの予防につなげましょう。
●対象者 市内在住の栃木県後期高
齢者医療に加入されている方で、以
下の誕生日の方
▶昭和25年4月2日 ~ 昭和26年4月1
日生まれ

　糖負荷検査は、血液中の血糖の上
がり方を知ることができ、糖尿病の
早期発見に役立ちます。また、自分
の生活習慣を振り返る機会にもなり
ますので、ご参加ください。
●日時 ①7月4日㊏、②9月19日㊏、③
11月15日㊐
●場所 市生涯学習センター 2 階
●費用 無料
●対象者 次の❶ ~ ❸を満たす方
❶市内在住の方
❷年度末年齢が 30 歳以上 65 歳未
満の方
❸過去 2 年以内に受けた健康診断な
どの血液検査で、空腹時血糖または
随時血糖が 100mg 以上 125mg 以
下の方。もしくは HbA1c の数値が
5.6% 以上 6.4% 以下の方
●定員 ①15名（先着順）、②15名（先
着順）、③20名（先着順）
●内容 75g のブドウ糖が入った炭
酸水を飲み、2 時間かけて 4 回採血
●申込方法 各回の申し込み期限（①
6月4日㊍、②8月19日㊌、③10月15日
㊍）までに、右下の二次元コードもし
くは、健康政策課へ直接申し込み
※詳細は、市HPをご覧ください。
問申健康政策課　本３階

０２８７‒２３‒７６０１

　ヒトパピローマウイルス（HPV）と
は、子宮頸がんなど多くの病気の発
生にかかわるウイルスです。
　これらの HPV 感染症を防ぐワク
チン（HPV ワクチン）は、小学校6年 ~ 
高校1年相当の女性を対象に、無料
で接種を行っています。
●対象者 令和8年度の接種対象者は
平成22年4月2日 ~ 平成27年4月1日
生まれの女性です。通常3回の接種
が必要ですが、15歳未満で1回目を
接種すると、2回の接種で完了する
ことができます。
※医師と相談の上、接種をご検討く

ださい。
※現在高校1年相当の女性は、令和9

年3月31日で無料の接種期間が終
了します。標準的な接種間隔で3回
の接種を完了するためには、9月末
までに1回目を接種する必要があ

▶昭和20年4月2日 ~ 昭和21年4月1
日生まれ
▶昭和15年4月2日 ~ 昭和16年4月1
日生まれ
※対象となる方には、受診券付きの

通知を 5 月中旬に発送します。
※施設などに入所されている方は対

象外となります。
※受診日時点で保険の資格を喪失し

たり、市外転出したりしている場
合は受けられません。

●実施期間 6月 ~ 令和9年2月
●健診場所 市内の契約歯科医療機
関（通知に記載）
●健診項目
▶基本的な項目…歯や入れ歯、歯周組
織などの状態・噛み合わせ状態ほか
▶口腔機能評価…噛む・飲み込むな
どの口の機能
●受診方法 受診券が届いた方は、
希望する歯科医療機関へ事前に予約
し、通知に記載のある持ち物を持参
のうえ受診
●受診回数 期間中に 1 人 1 回
●費用 無料（健診後の治療費は有料）
※4月15日現在の情報で通知を送付

しますので、4月16日以降に転入
された方や施設を退所された方、
生活保護が廃止された方で、健診
を希望する場合は、国保年金課に
ご連絡ください。

問国保年金課　本２階
０２８７‒２３‒８９２８

　高齢者の生活状況にあった保健・
福祉サービスの提供や緊急時の対
応、地域の見守り活動を行うための
調査を行います。
●期間 5月1日㊎ ~ 6月30日㊋
●対象者 市内在住の 70 歳以上のひ
とり暮らしの方、または世帯員全員
が 75 歳以上の方
●調査方法 民生委員児童委員また
は地域包括支援センターの相談員
が、自宅訪問または電話により聞き
取り
問高齢者幸福課　本３階

０２８７‒２３‒８９１７

本庁舎 湯津上庁舎 黒羽庁舎 県北体育館生涯学習センター

健康・福祉

HIV（エイズ）感染症・性感染症検査
を実施しています

後期高齢者歯科健診を実施します

糖負荷検査を受けてみませんか

高齢者実態調査にご協力ください

ヒトパピローマウイルス（HPV）
感染症予防接種はお済みですか
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税通知書について、納期限の6月1日
㊊までに納付してください。
　減免制度（心身障害者減免など）や
ご不明な点は、栃木県大田原県税事
務所までお問い合わせください。
問栃木県大田原県税事務所

０２８７‒２３‒４１７１

　国民生活基礎調査は、保険、医
療、福祉年金、所得などの国民生活
の基礎的事項を調査し、厚生労働行
政の企画および立案に必要な基礎資
料を得ることを目的として実施され
ます。
　調査対象は、国が全国から無作為
に選定した地域のすべての世帯とな
り、本市では黒羽向町の一部が対象
地域となっています。
　5月 ~ 7月中旬、栃木県知事から任
命を受けた統計調査員が、調査対象
地域を巡回します。6月に世帯票の
調査を、7月に所得票の調査を実施
しますが、調査対象地域によって実
施しない調査があります。
　なお、調査の回答は、統計データ
の作成以外に使用したり、ほかに提
供したりすることは統計法により固
く禁止されていますので、調査への
ご理解とご協力をお願いします。
問栃木県健康増進課

０２８‒６２３‒３０９４

　5月12日は民生委員・児童委員の
日です。
　民生委員・児童委員は住民の笑顔、
安全、安心のためにそれぞれの地域
において身近な相談相手となり、支
援を必要とする人と行政や専門機関
をつなぐパイプ役となっています。
　民生委員・児童委員には皆さまに
安心して相談してもらえるよう、法
に基づく「守秘義務」があります。
　生活の心配事や困り事など、お気
軽にご相談ください。
問福祉課　本３階

０２８７‒２３‒８７０７

お知らせします。
●費用 無料
●申込方法 5月1日㊎ ~ 15日㊎に市
HPの申込フォームまたは FAX で福祉
課に申し込み
※ FAX の場合、住所と氏名、連絡先、

メールアドレスをご記載の上、手
話希望と明記してください。

問申福祉課　本３階
０２８７‒２３‒８９５４
０２８７‒２３‒１３８９

　特別弔慰金は、先の大戦で公務な
どのため国に殉じたもとの軍人、軍
属および準軍属の方々に思いをいた
し、国として改めて弔慰の意を表す
ため、戦没者などのご遺族に特別弔
慰金（記名国債）を支給するものです。
●支給対象者 戦没者などの死亡当
時のご遺族で、令和7年4月1日（基準
日）において恩給法による公務扶助
料や戦傷病者戦没者遺族等援護法に
よる遺族年金などを受ける方（戦没
者等の妻や父母等）がいない場合に、
法律で決められた支給順位の先順位
者1名に支給されます。
❶弔慰金の受給権者
❷戦没者等の子
❸戦没者等の①父母②孫③祖父母④

兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計を有し

ていることなどの要件を満たして
いるかどうかにより、順位が入れ
替わります。

❹上記から❶ ~ ❸以外の戦没者等
の三親等内の親族（甥、姪など）

※戦没者等の死亡時まで引き続き１
年以上の生計関係を有していた方
に限ります。

●支給内容 額面 27 万 5 千円・5 年
償還の記名国債
●請求期間 令和7年4月1日 ~ 令和
10年3月31日の3年間
問福祉課　本３階

０２８７‒２３‒８７０７

　5月にお手元に届く自動車税の納

　高齢者の生活全般の機能低下を早
期に発見・把握し、介護予防活動に
つなげるために介護予防実態調査を
行います。
●調査期間 5月27日㊌ ~ 6月19日㊎
●対象者 市内在住で、令和 8 年度
に 70 歳および 75 歳になる方（要介
護認定者と事業対象者を除く）
●調査方法と結果の通知 自宅に郵
送される調査票に回答し、ご返送く
ださい。8月下旬に回答に応じた結
果が郵送されます。
● 調 査 委 託 業 者 株 式 会 社 ア ー ル
ピーアイ栃木
※回答内容の確認のため、業者から

電話をする場合があります。
問高齢者幸福課　本３階

０２８７‒２３‒８９１７

　栃木県では身体障害者への相談、
支援を目的とした、医師やリハビリ
専門職などの巡回相談を実施してい
ます。
●日時 6月10日㊌ 14：00 ~ 16：00
●場所 黒磯保健センター（那須塩
原市黒磯幸町 8-10）
●相談内容
①補装具などの相談および適合判定
②医学的な相談および判定
③その他生活全般の相談
●費用 無料
●申込方法 5 月 29 日㊎までに福祉
課へ電話または直接申し込み
問申福祉課　本３階

０２８７‒２３‒８９２１

　初めて手話を覚えたい人や手話に
興味のある人を対象にした講座で
す。手話を使ったコミュニケーショ
ンを身に付けて、聴覚障害の方との
相互理解を深めてみませんか。
●日時 （共通）毎週㊋ 19：00 ~ 20：30

【前期】5月26日 ~ 10月6日（全18回）
【後期】10月13日 ~ 3月9日（全18回）

※前期・後期を通して開催します。
●場所 市役所本庁舎302会議室ほか
●対象 市内に住所を有する中学生
以上の方
●定員 15 名程度（抽選）
※抽選結果は開催 1 週間前までに

初めての手話講座 民生委員・児童委員の日

5月は自動車税の納付の月です

税

くらし

国民生活基礎調査を実施します

身体障害者巡回相談を開催します

介護予防実態調査にご協力ください

第十二回特別弔慰金のお知らせ
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